
( 掲載内容 ＝ 現在 )

指名停止基準
に よ る 理 由

令和7年4月14日 ～ 令和9年4月13日 までの

令和7年4月14日 ～ 令和9年4月13日 までの

令和7年4月14日 ～ 令和9年4月13日 までの

令和8年6月29日 ～ 令和8年7月28日 までの

※ 本一覧には、更新日現在「指名停止中」の案件のみ掲載しています。 (指名停止期間を終えた案件は掲載していません。)

フラワー観光バス株式会社

本市元職員に対し
て行った贈賄の容
疑により代表役員
等が逮捕された。

美唄市業務委託等業
者審査会要綱第2条第
2号 別表
第10　贈賄、不正行為
等に基づく措置基準
1(1)

24月

前田建設工業株式会社
使用人の贈賄が
明らかになった。

美唄市建設工事等請
負業者審査会設置規
程第2条第5号 別表3
第11　贈賄、不正行為
等に基づく措置基準10

1月

サニー設備工業株式会社

本市元職員に対し
て行った贈賄の容
疑により代表役員
等が逮捕された。

美唄市建設工事等請
負業者審査会設置規
程第2条第5号 別表3
第11　贈賄、不正行為
等に基づく措置基準
1(1)

24月

美唄市業務委託等業
者審査会要綱第2条第
2号 別表
第10　贈賄、不正行為
等に基づく措置基準
1(1)

24月

指 名 停 止 措 置 業 者 一 覧

令 和 8 年 6 月 29 日

業　　　者　　　名 該当条項及び事項 指　名　停　止　期　間


